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H26 917 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限
移譲

「農」のある暮らしづくり交付金
実施要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち「農」のある暮らしづくり交付金に
ついて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から
市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県の都市農業施策と一体的に実施した方がより効果的に実施が可能。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 918 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限
移譲

都市農村共生・対流総合対策
交付金実施要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち都市農村共生・対流総合対策交
付金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府
県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県のグリーンツーリズム関連事業と一体的に実施した方がより効果的に実施が可能。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 919 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限
移譲

日本の食魅力発見・利用促進事
業実施要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち食のモデル地域育成事業につい
て、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
同趣旨の地産地消を県も推進しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。
また、県で一体的に実施した方がより事務の効率化が期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 920 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策
事業推進交付金交付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県の判断に基づく交
付等による自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事
業推進交付金について、県の判断で柔軟に対象団体に
交付できる自由度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要である。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるもの
である。
【地方移管を求める理由】
同主旨の鳥獣被害防止総合対策交付金では、県を経由して事業を実施しているため、一体的に実施した
方が事務の効率化が図れる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 921 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

燃油価格高騰緊急対策事業推
進費補助金交付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県の判断に基づく交
付等による自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち燃油価格高騰緊急対策につい
て、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の
高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要である。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるもの
である。
【地方移管を求める理由】
野菜振興総合対策事業と一体的に推進することで省エネルギーに向けた取組が強化され、野菜生産農
家の経営安定を効率的に図ることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

４　【農林水産省】
（18）都市農村共生・対流総合対策交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された促進計
画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取を行う。

【農林水産省】都市農村共生・対流総合対策交付金実施要綱の一部
改正について（平成27年4月9日付け農林水産事務次官通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_918

４　【農林水産省】
（17）食のモデル地域育成事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された事業計
画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取を行う。

【農林水産省】平成27年度日本の食魅力再発見・利用促進事業のうち
食のモデル地域育成事業（特用林産物及び水産物を中心とするもの
を除く）に係る公募要領（平成27年1月15日）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_919

－ － － － － －

－ － － － － －
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H26 922 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限
移譲

果実等生産出荷安定対策実施
要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち果樹経営支援対策事業につい
て、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 923 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限
移譲

果実等生産出荷安定対策実施
要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち茶改植等支援事業について、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民
間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 924 02_農業・農
地

都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

産地活性化総合対策事業実施
要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県の判断に基づく交
付等による自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち国産花きイノベーション推進事業
について、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自
由度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要がある。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるもの
である。
【地方移管を求める理由】
本事業は生産・供給体制の強化と需要拡大に向けた取組の支援を目的としており、県が行う花植木の生
産振興・消費拡大に向けた事務・事業と密接な関連がある。
そのため、県が一体的に実施した方が事務の効率化、事業実施の迅速化が期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 925 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 埼玉県 農林水産省
（林野庁）

A　権限
移譲

林産物供給等振興対策事業実
施要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地域材利活用倍増戦略プロジェ
クトについて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府
県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域材の利用促進等、県の施策と重複しているので、県で一体的に実施したほうがより効果が期待でき
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 926 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 埼玉県 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

分収林契約適正化事業実施要
領

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県の判断に基づく交
付等による自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち分収林契約適正化事業につい
て、都道府県へ財源・権限を移譲し、県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要がある。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるもの
である。
【地方移管を求める理由】
県の森林・林業施策及び農林公社支援策と密接な関係があるため、県で実施した方が多様な森づくりと
公社の経営改善に繋がる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

４　【農林水産省】
（11）茶改植等支援事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された事業計
画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取を行う。

【農林水産省】茶改植等支援事業実施要領の一部改正について（平成
27年4月9日杖k生産局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_923

－ － － － － －
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H26 927 11_その他 都道府県 埼玉県 農林水産省
（水産庁）

B　地方
に対する
規制緩和

水産多面的機能発揮対策交付
金実施要領

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県の判断に基づく交
付等による自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち水産多面的機能発揮対策事業交
付金について、県の判断で柔軟に対象団体に交付でき
る自由度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要がある。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるもの
である。
【地方移管を求める理由】
類似のふるさとの川増殖事業を実施していることや、漁業協同組合指導事務と密接な関連があり、県で一
体的に実施した方が効果が期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 928 09_土木・建
築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

先導的都市環境形成促進事業
費補助金交付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち先導的都市環境形成促進事業に
ついて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から
市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県に対する情報提供が不十分であるため、県が把握している地域の事情等を反映できない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 929 09_土木・建
築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

耐震対策緊急促進事業制度要
綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち耐震対策緊急促進事業補助金に
ついて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から
市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
所管行政庁に耐震化補助がある場合には、移管すれば二重行政の解消になる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 930 09_土木・建
築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

スマートウェルネス住宅等推進
事業補助金交付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうちスマートウェルネス住宅等推進事
業（スマートウェルネス拠点整備事業、スマートウェルネス
住宅等推進モデル事業）について、都道府県へ財源・権
限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補
助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県で行っている県営住宅団地再生事業と密接な関係があり、県で実施することにより事業推進効果が期
待できる（施設整備に係る部分に限る）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 931 09_土木・建
築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

集約都市形成支援事業費補助
金交付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち集約都市形成支援事業につい
て、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地方移管により地域の特性や実情を反映したまちづくりが可能となるため

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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H26 932 09_土木・建
築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

都市安全確保促進事業費補助
金交付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち都市安全確保促進事業費補助金
交付要綱について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都
道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とす
ること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地方移管により地域の特性や実情を反映したまちづくりが可能となるため。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 933 09_土木・建
築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

民間まちづくり活動促進事業交
付要綱

都道府県を介さない国の
補助金（いわゆる「空飛
ぶ補助金」）について、都
道府県への財源・権限の
移譲

「空飛ぶ補助金」のうち民間まちづくり活動促進事業につ
いて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市
町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県に対する情報提供が不十分であるため、県が把握している地域の事情等を反映できない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 934 11_その他 都道府県 埼玉県 環境省 A　権限
移譲

生物多様性保全推進支援事業
実施要領
生物多様性保全推進交付金交
付要綱
生物多様性保全推進交付金取
扱要領

生物多様性保全推進支
援事業に関する事務の
都道府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち生物多様性保全推進支援事業に
ついて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から
市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）
は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大に
つながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁
量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより
効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県
へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域の実情にあった補助金活用で、県内の保全活動の活性化につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、４ha超の場合には農林水産大臣の許可が必要となることから、大規模
な農地転用では、国との協議・調整に多大な時間と手間を要し、迅速に農地転用ができない場合があり、
これにより企業が進出をとりやめるといったケースがある。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国の関与
が残っており、総合的な地域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担
い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判断する仕組みを実現する必要がある。農地の重要性
については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する地方が事務を行うことで事務
の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優良農
地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることから、移譲すべきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 A　権限
移譲

農地法第4条、第5条 農地転用の許可等に関
する事務・権限の移譲

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事務・
権限を市町村に移譲する。

H26 935 02_農業・農
地

都道府県 三重県
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国の担当部局
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４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 937 01_土地利
用（農地除
く）

一般市 安城市 財務省（国
税庁）

対象外 租税特別措置法第３３条の４ 5000万円控除特例の拡
充

土地区画整理事業地区内において、事業のために土地
建物の資産を譲渡した場合における租税特別措置法第
３３条の４の規定による５，０００万円特別控除の特例につ
いて、同一事業で年をまたがって２回以上譲渡した場合
でも、異なった場所の資産を、事業の進捗により年をまた
がって２回以上譲渡する場合は、何度でも適用できること
とする。

既成市街地の土地区画整理事業において、地区内に複数の土地・建物を所有している権利者の移転を
する場合、一度の移転（建物除却）では対応できない。よって、複数年に渡り、複数物件の移転を行うが、
２回目の移転の際、除却のみの場合だと収用代替も適用されないため、移転に対して権利者理解を得に
くく、事業が停滞し、後続（玉突き）の移転者にも影響が出てしまう。計画的かつ円滑に事業を進めるため
にも、異なった場所に複数の土地・建物を所有する者には、５０００万円控除の適用を何回でも適用できる
ようにお願いしたい。

－

H26 936 02_農業・農
地

都道府県 三重県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第２項 農地転用の許可等に関
する国への協議の廃止

農地法附則第２項の２ha超４ha以下の農地転用に係る国
への協議を廃止する。

【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、２ha超４ha以下の農地転用については知事許可であるものの、農林水
産大臣への協議が必要となることから、大規模な農地転用では、国との協議・調整に多大な時間と手間を
要し、迅速に農地転用ができない場合があり、これにより企業が進出をとりやめるといったケースがある。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国の関与
が残っており、総合的な地域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担
い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判断する仕組みを実現する必要がある。農地の重要性
については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する地方が事務を行うことで事務
の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優良農
地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることから、協議を廃しすべきである。。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 939 07_産業振
興

都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限
移譲

中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律第25条

ベンチャー支援に関する
事務の都道府県への権
限移譲

地域での独自の産業クラスター形成に向けた取組に対し
て、地域からの求めに応じたアドバイス等（県境を超えて
クラスターを形成にも対応。また、全国的視野で形成を推
進していく必要がある先導的クラスターについては、国際
競争力等の観点から国が主導）
補助事業の交付決定及び確定手続き
採択事業の進捗管理及び指導、助言、協力　等

現在、経済産業局で行っているベンチャー支援に係る事務を都道府県に移譲する。
「地域新成長産業創出促進事業費補助金」などベンチャー支援に係る補助金の執行、フォローアップ及
び成果普及業務を都道府県に移譲。
　＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
　＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、
都道府県　1/3以内など）
新産業ベンチャーへの支援については、地方でも行っているところである。地方で実施している施策との
乖離や補助の重複などが生じる可能性がある。
都道府県において実施することで、地域の特性や既に実施している産業活性化施策との整合性を図るこ
とができる。
補助金については、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果
のある支援策として展開することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォロー
アップなども可能と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 940 07_産業振
興

都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限
移譲

「産学人材育成パートナーシッ
プ今後の取組の方向性につい
て」
ものづくり中小企業・小規模事
業者等連携事業創造促進事業
公募要領

産学人材育成パートナー
シップに関する事務の都
道府県への権限移譲

大学、研究機関、企業などの産学官連携による高度技術
の開発に係る事前相談、応募受付、実施体制等の審
査、執行管理、プロジェクト管理、プロジェクト終了後の
フォローなど一貫した管理

「相談内容」に係る、現在、経済産業局が行っている補助事業の執行、フォローアップ及び成果普及業務
等を都道府県に移譲。
＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都
道府県　1/3以内など）

産学公連携事業や新産業振興事業は、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で
実施している施策との乖離や補助の重複などが生じる可能性がある。こうした事務を移譲することで、地域
の特性や都道府県で既に実施している産業活性化施策との整合性を図ることができる。
補助事業について、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果
のある支援策として展開することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォロー
アップなども可能と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【提案事項・支障事例】
平成10年の農地法改正で、2ha超から4ha以下の農地転用許可を知事が行う際に農林水産大臣との協議
を義務付けされたが、同年の事務次官通知では「農林水産大臣の同意まで求める趣旨のものではない。」
とされている。
実際の大臣協議においては、１ヶ月弱の協議時間を要することが通常となっており、場合によっては約80
キロメートル離れた東北農政局（仙台市）における協議が必要なものがある。大臣協議が終了するまでは、
当然のことながら、県農業会議に諮問することができず、転用許可まで時間を要している。
2ha超から4ha以下の農地転用許可について、知事の権限で許可を行っている2ha以下と同じ許可基準で
あり、本県において2ha以下の転用許可に係る事務を適正に行っているところ、協議に費やす時間と労力
の軽減、許可の迅速化を図り、住民サービスの向上につなげるため、協議手続きの廃止をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第2項 2ha超から4ha以下の農
地転用許可を知事が行う
際に義務付けされた国と
の協議の廃止

2ha超から4ha以下の農地転用許可を知事が行う際に義
務付けされた国との協議を廃止する。

H26 938 02_農業・農
地

都道府県 福島県
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－ － － － － －

－ － － － － －

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 941 07_産業振
興

都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限
移譲

ＩＴの戦略的導入のための行動
指針、
ＩＴ経営力指標、
下請中小企業・小規模事業者
自立化支援対策費補助金交付
要綱

情報処理の促進に関す
る事務の都道府県への
権限移譲

補助事業や委託事業の実施による、地域における先進
的な情報処理・ソフトウェア産業の振興事業、中小企業
のIT化の推進
企業・地域住民等に対するコンピュータウィルス対策や
情報セキュリティ強化の普及・促進
地域におけるIT動向の実態の調査

「相談内容」に係る、現在、経済産業局が行っている補助事業の執行、フォローアップ及び成果普及業務
等を都道府県に移譲。
＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都
道府県　1/3以内など）

産学公連携事業や新産業振興事業は、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で
実施している施策との乖離や補助の重複などが生じる可能性がある。こうした事務を移譲することで、地域
の特性や都道府県で既に実施している産業活性化施策との整合性を図ることができる。
補助事業について、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果
のある支援策として展開することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォロー
アップなども可能と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 942 07_産業振
興

都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限
移譲

中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律施行令　第10
条第１項、同条第２項、第11条
第１項、第12条第１項

新連携支援に関する事
務の都道府県への権限
移譲

「戦略的基盤技術高度化支援事業」執行、フォローアッ
プ及び成果普及　等

「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」「中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金」の執
行、フォローアップ及び成果普及業務を都道府県に移譲。
　※従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
　※地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、
都道府県　1/3以内など）
「戦略的基盤技術高度化支援事業」については、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施
策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開することが可能と考える。
連携体に属する企業の所在地が都道府県を跨っていても、補助事業主は代表となる一社だけであること
から、都道府県単独でも交付事務は行えるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 943 06_環境・衛
生

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限
移譲

水道法第6条ほか 水道事業に係る厚生労
働大臣の認可・指導監督
権限の都道府県知事へ
の移譲

水道法に基づき厚生労働大臣が行っている水道事業等
（計画給水人口５万人超の特定水源水道事業及び１日
最大給水量が２万５千立方メートルを超える水道用水供
給事業）に関する認可等の権限を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
事業認可の事前協議及び審査に要する時間は（国よりも）県の方が短いため，市町からは県への移譲要
望あり（担当者レベルで聞取り）
国がH25.3に公表した「新水道ビジョン」には，都道府県の役割について「認可権限等の枠組みにとらわれ
ることなく，広域的な事業間調整機能や流域単位の連携推進機能を発揮することが求められる。」と記述さ
れている。これを実現するためには，平素からの認可や指導監督を通じた水道事業者との連携関係の構
築や水道事業者の状況把握が必要であるところ，現行制度ではこれを図ることができない。
【懸念の解消】
給水人口が5万人を超える水道事業であっても，認可事務の基準は同様であり，技術的な問題はない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 944 04_雇用・労
働

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限
移譲

職業安定法第5条第3号ほか 職業安定業務の都道府
県への移管

職業安定業務について，ハローワーク特区及び一体的
実施を地方の提案に沿って速やかに進め，移管可能性
の検証を行い，都道府県労働局（公共職業安定所）から
都道府県へ移管する。

【制度改正の必要性】
利用者にとって複数の行政機関を行き来することが大きな負担となっている。ハローワークの移管により，
次のような効果がある。
①就職だけでなく必要な支援を身近な場所で受けられる。
②企業支援と雇用政策の一体化が可能になる。
③学校教育との連携を強化できる。
【現行制度の支障事例】
一体的実施や求人情報オンライン提供では，県に職業紹介の権限がないため，企業支援や人材育成な
ど産業施策との一体的な展開は困難。また，現行の地方公共団体の無料職業紹介は，Ｕターンなど業務
範囲が限定されるため，広範囲な産業施策との展開は困難。
【懸念の解消】
①「雇用保険の財政責任と運営主体の不一致」については，職業紹介だけでなく雇用保険の認定・給付
を含む一体的な事務移管を求めており，働く意思の確認が可能であるため，両者の分離による濫給は生
じない。また，雇用保険を都道府県で分離することなく全国単位で維持することを想定しているため，保険
集団は大きいままであり，保険の分割による地域格差などの発生はない。
②「職業紹介の全国ネットワークの維持」については，総合的雇用情報システムの一体性維持を想定して
いる。（統一マニュアルに従い運用管理）
③「全国一斉の雇用対策」については，一斉の対応が必要な場合は，連絡調整を行えば統一的・機動的
な連携は十分可能であり，むしろ，移譲により地方自治体が情勢に応じて臨機応変な対応をとることが可
能になる利点が大きい。
④「ILO条約」については，国が全国統一基準を設計し，法に基づき地方に助言・勧告，是正指示をすれ
ば条約の趣旨を満たすことは可能

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

４【経済産業省】
（14）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平18法33）
法４条３項に基づき認定された特定研究開発等計画に基づく特定研究開発等に対する補助
等（戦略的基盤技術高度化支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都
道府県における相談事務の強化を目的とした公募前の情報提供及び意見交換を行うととも
に、都道府県に対し、交付決定等に係る情報提供を行う。

【経済産業省】「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」の
閣議決定を受けた対応について（平成27年2月6日付け中小企業庁技
術・経営革新課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_942

４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広域化等を推
進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視体制を十分に整える都道
府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに対し、都道府県内で水利調整が完結
する水道事業等（都道府県が経営主体であるものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道事業につい
ては、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に盛り込んだ場合には移譲
対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）

４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う無料職業紹
介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び
労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一
体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハローワークの求人情報を
地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハローワークと地方公共団体との一層の連
携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権限の移譲等
について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条約との整合性、都道府県
を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保
険財政の根本に関わる議論等に留意する。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公的性格を持
つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度から開始する。
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H26 945 04_雇用・労
働

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限
移譲

雇用保険法第7条、第15条
雇用保険法施行規則第6条、第
7条、第28条の2等

雇用保険法に基づく雇用
保険の適用・認定・給付
等業務の地方（ふるさと
ハローワーク等）への移
譲

【仮にハローワークの都道府県移管が実現しなかった場
合でも】
都道府県が設置するふるさとハローワークにおいて雇用
保険手続きが行えるよう、雇用保険法に基づく雇用保険
の適用・認定・給付等業務を希望する都道府県に移譲
する。

鳥取県では、ハローワークの廃止された境港市、八頭郡について、住民サービスを維持するため、「鳥取
県ふるさとハローワーク」をそれぞれ設置し、職業紹介事業等を継続して実施している。しかしふるさとハ
ローワークでは雇用保険手続ができず、該当者はその都度米子市、鳥取市のハローワークに出向かねば
ならず、利便性を著しく損ね、利用者数も伸び悩んでいる。。
現在、雇用保険への加入や喪失、失業認定・給付等の手続業務は国の所管（雇用保険法第７条、第１５
条）となっており、自治体が運営するふるさとハローワークでは実施できない。
権限移譲によって、ふるさとハローワークのエリア内の事業所及び雇用保険の被保険者は、わざわざ遠方
に出向かないでも手続きが可能となり、ハローワークの本来機能である雇用保険手続と職業紹介の一体
サービスを、地域ごとに格差なく享受できることとなる。
今後、地方では人口の激減が予測されており、地域内で雇用保険手続から職業紹介までを完結できる仕
組みを設けることが必要であり、移譲を強く希望する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 946 07_産業振
興

知事会 中国地方知事会 経済産業省 A　権限
移譲

商工会議所法第25条第1号，第
2号及び第4号，第46条第2項
商工会議所法施行令第7条第1
項第4号

商工会議所に係る経済
産業大臣の認可権限の
都道府県知事への移譲

商工会議所法に基づく商工会議所に係る経済産業大臣
の定款変更の認可権限を都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
定款変更の認可権限については，国と都道府県に権限が分散している。都道府県に移譲されることにより
定款変更の窓口一元化，申請者の負担軽減につながる。
【懸念の解消】
第４次一括法で移譲とならなかった定款変更の３事項については，次のとおり，都道府県においても認可
事務を実施することは可能と考える。
（目的）法で実施事業が規定され，日本商工会議所による標準定款例に倣って各商工会議所の定款が作
られている。県に移譲することで同質性が堅持できなくなるとは考えにくい。
（名称）既会議所の名称は県においても把握でき，県に移譲することで誤認混同を与えるような名称変更
が発生することは考えにくい。
（地区）県境を越えた区域を商工会議所の地域とする場合の定款変更について国に権限を残すという対
処も検討できるのではないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 947 07_産業振
興

知事会 中国地方知事会 経済産業省 A　権限
移譲

中小企業による地域産業資源を
活用した事業活動の促進に関
する法律第6条
小規模事業者等JAPANブランド
育成・地域産業資源活用支援
補助金（地域産業資源活用支
援事業）交付要綱

地域産業資源活用事業
計画の認定権限等の都
道府県への移譲

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促
進に関する法律に基づき，都道府県が指定する地域産
業資源について中小企業者が作成する地域産業資源活
用事業計画の認定権限及びその支援措置に係る財源を
都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
地方が地域の中小企業・経済団体のニーズに基づき，きめ細かい支援を行うことが必要であり，また，地
域振興に関するものであることから，個々の地域が有する地域産業資源の強みを生かした事業展開を行う
ため，都道府県の自由度を高めることが適当と考えられる。
現行では，国の計画承認手続が，概ね７月，１０月，２月の年３回とされているが，都道府県が認定を行うこ
とで，必要な時期に必要な回数を実施でき，実効性の高い施策展開ができる。
【懸念の解消】
それぞれの地域の資源を活用するという事業の性格上，モデル事業として全国的に普及・拡大していく
ケースは想定しにくく，国が行うメリットは少ない。一方で，国が画一的な視点で認定を行うことで，地域の
実情や課題が十分に反映されないデメリットの方が大きい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 948 03_医療・福
祉

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限
移譲

介護保険法第１１５条の３２、第１
１５条の３３、１１５条の３４

介護サービス事業者の業
務管理体制の整備に関
する届出受理等事務の
都道府県から中核市へ
の移譲

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届
出受理等事務を都道府県からを中核市へ移譲すること。

【制度改正の必要性】
中核市にある介護サービス事業者の指定権限は中核市にあるが、法の規定により、業務管理体制の整備
に関する事項の届出先は県(地域密着型は市町村）とされ、中核市に業務管理体制の整備に関する監督
権限がない。
中核市における介護サービス事業所やその運営法人等の指導監督上、課題があるため、中核市への届
出とするべき。
【具体的な支障例】
サービス事業所の指導・監督権限を有する中核市の監査により、取消相当事案が生じた場合、その時点
で、県に対して、当該事業所を運営する法人の業務管理体制の特別検査の要請があるため、それまで関
与していない県が、当該中核市から経緯を聴取することから対応しなければならず、不合理である。
このため、指導監督権限のあるサービス事業所を運営する法人の業務管理体制の整備も、一連として中
核市において、監督することが望ましい。
【Ａ県の状況（H26.6.1現在）】
対象となる介護保険サービス事業所数（地域密着型サービスを除く）：Ａ県指定→2,039、Ｂ市（中核市）→
510（20.0%）
業務管理体制届出対象法人数：741（うちＢ市に事業所を有する法人150）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４【厚生労働省】
（９）雇用保険法（昭49法116）
雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職
業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）を行う施設におけ
る雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方公共団体の希望を踏まえ、利用者から
十分なニーズが見込める場合には、積極的に取り組む。

４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関係団体の意
見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつつ、実施主体の在り方について平成27
年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の連携強化を
図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業資源活用事業計画に係
る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があった段階で行うとともに、各経済産業局
が設置している評価委員会に関係都道府県が構成員として参画し、認定の判断に主体的に
関与できることなどを、平成26年度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲につい
ては、平成29年度までの法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活用支援事業）
については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関
する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援を行う案件を優先的に採択するなどの
措置を講ずる。

－ － 【経済産業省】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促
進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画の認定に係る都
道府県との情報共有等について（中小企業庁経営支援部創業・新事
業促進課長平成27年2月27日付け事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_947

中小企業庁経営支援部創業・新事
業促進課

－ － － － － －
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H26 949 09_土木・建
築

知事会 中国地方知事会 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

・会計法第48条
・農林畜水産業関係補助金等
交付規則第3条第2号

農林水産省（林野庁及び
水産庁を除く）が所管す
る農山漁村地域整備交
付金以外の補助公共事
業の繰越及び翌債の手
続に関する事務の委任

農林水産省（林野庁及び水産庁を除く。）が所管する農
山漁村地域整備交付金以外の補助公共事業（岩美広域
の道整備交付金など）の繰越事務を都道府県知事又は
知事の指定する職員に委任すること。

繰越制度の活用については、財務省においてヒアリングの省略、添付資料の撤廃等の事務の見直し・改
善が行われている。（「繰越制度の一層の活用に向けた取組について」（平成22年1月15日財務省））
農林水産省が所管する補助公共事業のうち、林野庁及び水産庁が所管するもの並びに農山漁村地域整
備交付金における繰越事務は、会計法第48条第１項により都道府県に委任されているため、上記の事務
の改善もあっておよそ1週間程度の短期間で処理されているが、
その他の補助公共事業については、繰越事務が都道府県に委任されていないため、農林畜水産業関係
補助金等交付規則第３条第２号に基づき、県が地方農政局に対して繰越承認申請した後地方農政局が
地方財務局に繰越承認申請を行う2段階の手続が必要で、繰越の承認まで約３～４週間を要している。
特に年度末近くに成立する補正予算については、経済対策等の趣旨に則り年度内発注等迅速な対応が
求められるが、繰越事務委任を受けていない事業については繰越承認までに時間がかかるうえ、地方農
政局が財務局に繰越申請するまで繰越承認日の見通しも立たないことから、入札に際しては中止となるこ
とも視野に入れて手続を行っている状況にあり、繰越手続に要する期間を短縮する必要がある。
ついては、農林水産省が所管する補助公共事業について、林野庁及び水産庁所管事業並びに農山漁
村地域整備交付金の繰越事務が委任されている実情を鑑みて、その他の補助公共事業についても繰越
事務処理の簡素化及び迅速化を図るため、繰越事務を委任していただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 950 11_その他 知事会 中国地方知事会 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定
める政令
（国の物品等又は特定役務の調
達手続の特例を定める政令第
11条に準じた条項の追加）

地方公共団体における
複数落札入札制度による
調達の可能化

地方公共団体が需要数量の多い物品等又は特定役務
の調達を行う場合に、複数落札入札制度による調達がで
きるようにする。

本県流域下水道から発生する下水汚泥については、収集運搬及び処分を民間事業者への業務委託(特
定調達契約)により実施している。
当該業務については、その需要数量が年間約14,500t(約55t/日)と多く、また毎日発生する下水汚泥を継
続的かつ安定的にリスク分散を図りながら処分する必要がある。
しかし、県内事業者については、その処理能力が5t～10t/日程度しかなく、県内事業者のみで全量を処
分することができない。また、県外事業者については、処理能力は35t/日以上あるが、県内事業者よりも
約1割程度処分費が高く、処分費用の抑制という観点から課題がある。
このことから、1者ではなく複数の事業者がそれぞれの処理能力に応じて受注でき、かつできるだけ処分
費用が抑制できる入札制度として複数落札入札制度が適切と考えている。しかし、国が特定調達を行う際
には認められている複数落札入札制度が地方公共団体では認められていないことから、やむを得ず通常
の一般競争入札により処分方法ごとに分割して業務委託を発注しており、事務量も多くなっている。
以上より、地方公共団体においても複数落札入札制度が実施できるよう、政令の改正を求めるものであ
る。
なお、複数落札入札制度の実施が可能となった場合、入札件数を現在の5件から2件にまとめることがで
き、入札に要する事務の効率化を大幅に図ることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 952 03_医療・福
祉

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

「児童福祉法による保育所運営
費国庫負担金について」
（S51.4.16厚生省発児第59号の
2厚生事務次官通知）

多子世帯保育料軽減制
度における同時入所要
件の撤廃

保育料の軽減制度について、兄弟姉妹が同時入所して
いる場合に限り２人目を1/2軽減、３人目を無料化にして
いる現行制度の、兄弟姉妹の同時入所要件を撤廃する
こと

現行制度は、兄弟姉妹が同時入所している場合に限り、２人目1/2軽減、３人目を無料化としているが、少
子化対策の観点から多子世帯の経済的負担軽減は重要であり、同時入所要件は撤廃すべき。（なお、要
件撤廃に伴う財政負担が地方に転嫁されることのないようあわせて提案する。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【現行制度】
児童発達支援センターを利用している障がい児に食事（給食）を提供する場合は，「児童福祉施設の設備
及び運営に関する基準」により、当該センター内で調理をする方法により提供しなければならないとされて
いることから、当該センターを設置する場合は、調理員の確保や調理用設備などの整備が必要となってく
る。
【支障事例】
しかし、本県のような人口が少ない県では、児童発達支援センターの規模が小さく、利用者も少なく、かつ
サービス提供に係る報酬額（収入額）が少ない中で、自前の施設で食事を提供することは、非常にコストが
かかり、非効率的であり、当該センターの設置や施設の経営上大きな問題となっている。
【規制緩和の効果】
食事提供の方法として、施設内で調理をする以外の方法、例えば、外部搬入方式が可能となれば、設置
や運営に係るコストが削減できるとともに、食事の提供数が少数であっても、食材の質の確保及び種類豊
富な献立を効率的に提供することが可能となる。
また、コストの削減により、経営の効率化が図られることから、新たな児童発達支援センターの設置を促し
地域支援体制の強化が図られるとともに、削減したコストを障がい特性に応じた療育の実施等障がい児の
処遇の向上に充てることができる。
【規制緩和の必要性】
児童発達支援センターの設置促進と安定的な経営を行うため、施設内調理以外の方法（配食を行ってい
る民間事業者が調理した食事を外部搬入する方法、関連する施設で一体的に調理した食事を提供する
方法、地域の学校給食センターが調理した給食を搬入する方法等）も認めるなど、地域の実情に合わせ
た柔軟な対応ができるよう、基準を緩和すべきである。
なお、同じ通所サービスである保育所や、障害福祉サービス事業所においては、既に、ある一定の要件を
満たせば、外部搬入方式などが認められている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準第１１条

児童発達支援センターに
おける利用者への食事
提供方法の基準の緩和

児童福祉施設の利用者への食事提供方法については、
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」により、
施設内での調理が義務付けられているが、児童発達支
援センターにおける食事提供方法について、施設外で
調理されたものを搬入し提供する方法等施設内での調
理以外の方法も認める。

H26 951 03_医療・福
祉

知事会 中国地方知事会
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６　【農林水産省】
（27）農林水産省が所管する補助公共事業に係る繰越し（翌債）の手続に関する事務
　農林水産省が所管する補助公共事業に係る繰越し（財政法（昭22法34）14条の３第１項及び
42条ただし書）及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担（43条の３）の手続に関する
事務を、都府県の知事又は知事の指定する職員が行う（会計法（昭22法35）48条１項）ことに
ついては、実現に向け、予算決算及び会計令（昭22勅令165）140条に規定する手続を進め
る。

【農林水産省】予算政策及び会計令第140条に基づく都府県が行う国
の会計事務の範囲の変更について（平成27年7月10日付け農林水産
大臣通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_949

６【総務省】
（１）地方自治法（昭22法67）
地方公共団体の調達における複数落札入札制度については、国における複数落札入札方式
による調達の実態や、地方公共団体の意見を踏まえて検討を進め、平成27年度中に導入す
る。

【総務省】地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令の一部を改正する政令の公布について（平成28年3月30
日付け総務省自治行政局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_950

－ － － － － －

－ － －－ － －
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年

H26 954 11_その他 知事会 中国地方知事会 総務省 対象外 地方交付税 町村設置の福祉事務所
に係る経費の特別交付
税から普通交付税への
変更

特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要
する経費の普通交付税への移行

【具体的支障事例】
特別交付税による措置の場合，留保等により年度末の3月にならないと福祉事務所経費の措置が確定さ
れないため，予見性及び安定的な財政運営に問題がある。
経常的経費である福祉事務所設置費の財源が，特別交付税（臨時的収入）で措置されているため，経常
収支比率が実態を反映したものとならない。
【課題の解消策】
このため、特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経費の普通交付税への移行を求
める。

－

H26 955 03_医療・福
祉

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

特別児童扶養手当等の支給に
関する法律第14条
特別児童扶養手当等の支給に
関する法律に基づき都道府県
及び市町村に交付する事務費
に関する政令第１条、第２条
特別児童扶養手当事務取扱交
付金交付要綱第２の２

特別児童扶養手当事務
取扱交付金の交付対象
の拡大

事務委託による方法を，条例移譲による方法に変更でき
るよう，国からの財源（交付金）を県のみでなく条例移譲
した場合の市町へも交付するように変更すること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
現在広島県では，全国に先駆けて市町に特別児童扶養手当の受給資格の認定等の事務を委託している
が，本来は特例条例による移譲を検討していた。しかし，国からの財源が交付税ではなく交付金（特別児
童扶養手当事務取扱交付金）であり，交付対象が都道府県に限定されているため，特例条例による移譲
では財源が失われるため，やむを得ず事務委託の手法を採用している。
類似の特別障害者手当等については，福祉事務所を設置している市町に法律で権限移譲されている。
また第４次一括法により政令指定都市に２７年度から特別児童扶養手当の認定等の事務の移譲が予定さ
れている。
このため，政令市以外の基礎自治体に対しても，現在の事務委託ではなく，条例移譲として位置付けを明
確化できるよう提案しているものである。
【課題の解消策】
具体的な変更要望は「特別児童扶養手当事務取扱交付金交付要綱第２　２　市町村に交付する事務費
の額」に「都道府県から特例条例で移譲を受けた都道府県の事務に係る経費」の追加を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 956 06_環境・衛
生

知事会 中国地方知事会 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

瀬戸内海環境保全特別措置法
第５条及び第８条

瀬戸内海環境保全特別
措置法に基づく許可手続
の見直し

瀬戸内海沿岸域での事業活動において、瀬戸内海環境
保全特別措置法に基づく許可手続きを一部簡素化する
こと。
＜具体的内容＞
現状では、水量水質に全く変更がなくても特定施設を更
新するだけで、事前の水質影響評価や申請後３週間の
告示縦覧が必要であるなど、地域の事業活動を妨げる
要因となっているので、原則汚濁負荷量が増加しない場
合には、事前の水質影響評価及び申請後の告示縦覧を
省略する。

瀬戸内海の流域では、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場・事業場のうち、最大排水量が
50m3/日以上のものは、瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」という。）に基づき、特定施設等
の設置・変更を行う場合はあらかじめ許可が必要であり、その手続きの際には、汚濁負荷量が増加しない
ケースにおいても事前に周辺水域の水質影響評価を行うことや申請後３週間の告示縦覧を行うことが定め
られており、事業者に大きな負担と時間的制約がかかっている。
このため、汚濁負荷量が増加しないケースにおいては手続の一部簡素化を図り、瀬戸内地域の事業活動
を迅速かつ円滑に行うことができるようにすべきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 957 06_環境・衛
生

知事会 中国地方知事会 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

水質汚濁防止法第4条の3 水質汚濁防止法に基づく
総量削減計画の策定に
おける環境大臣の同意
協議の廃止

国の定める総量削減基本方針に基づき都道府県知事が
総量削減計画を策定・変更する際に義務付けられている
環境大臣の同意協議を廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
国への協議を行うことにより，計画策定に時間を要する（H23策定時には，国への協議に約2か月を要し
た。）。
同意協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の手続フロー（①国との事前調整→②審議会諮
問→③国への協議）における③の廃止となり，H23実績では約2か月（現行の標準処理期間ベースで協議
40日）の期間短縮効果が見込まれる。
【懸念の解消】
国は，同意協議を行う理由として，各都道府県間の調整，国の諸施策との整合性確保を挙げているが，都
道府県は，国と事前調整を行いながら，都道府県ごとの削減目標量を定めた国総量削減基本方針に基
づき，総量削減計画を策定している。大臣同意を廃止したとしても，上記①の段階で大臣意見を聴取する
ことにより，各都道府県間の調整，国の諸施策との整合性確保は担保される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 958 05_教育・文
化

知事会 中国地方知事会 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

高等学校等就学支援金の支給
に関する法律施行規則第８条

高等学校等就学支援金
の受給権者に対する通
知事務の簡素化

高等学校等就学支援金の給付事務のうち都道府県又は
学校設置者から生徒個人に対する通知を、学校が別途
行っている徴収金のお知らせと兼ねることを認めることと
する。（個人ごとの支給額については学校設置者に対す
る一覧の送付とし、受給資格認定通知、支給停止通知な
ど資格に係るものは従前のとおりとする。）

高等学校等就学支援金に係る生徒個人に対する通知は、平成26年度約14,000件（鳥取県）と数量が膨
大であり、事務負担が大きい。一方、学校設置者は、対象生徒に対して、各学校の規程に基づき授業料
及び学校徴収金の金額を記載した納付通知を納付の時機が到来するごとに作成しており、当該納付通知
により、生徒は授業料及び就学支援金の交付額を確認できる。このため、都道府県及び学校設置者の事
務負担の軽減を図る観点から、生徒個人に対する支給決定（変更）通知書及び支給実績通知書について
は、学校設置者への一覧の通知をもって代えることができることとしてもらいたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

－ － － － － －

６【環境省】
（３）瀬戸内海環境保全特別措置法（昭48法110）
特定施設の構造等の変更許可（８条１項）については、円滑な事業活動への配慮という観点も
踏まえ、事前の環境影響評価や告示縦覧の省略が可能であるか（施行規則７条の２の適用対
象となるか）の照会について速やかに検討し、関係地方公共団体に必要な周知を行う。

【環境省】瀬戸内海環境保全特別措置法第8条第1項で定める特定施
設の構造等の変更許可に係る照会への回答について（周知）（平成27
年11月18日付け環境省水・大気環境局閉鎖性海域対策室事務連連
絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_956

－ － － － － －

６【文部科学省】
（４）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）
高等学校等就学支援金の支給額の通知（施行規則８条）については、授業料等の納付通知
に支給額を記載し、支給額の通知とすることも可能であること等を、事務処理要領において明
確化し、都道府県等に通知する。

【文部科学省】高等学校就学支援金の支給に関する法律施行規則の
一部を改正する省令の施行等について（平成27年3月25日付け文部
科学省初等中等教育局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_958
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H26 959 05_教育・文
化

知事会 中国地方知事会 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律第２２条
文部科学省所管一般会計補助
金等に係る財産処分承認基準
（通達）

公立学校施設整備費補
助金等に係る財産処分
における国庫納付金不
要条件の緩和

国庫補助事業完了後１０年未満に当該学校施設の取壊
しや有償譲渡等を行う場合、国庫納付金が必要とされて
いるが、地域の児童福祉や高齢者福祉に資する施設へ
の活用等の一定の条件を満たすものについては、１０年
以上経過した学校施設と同様に、国庫納付金相当額以
上の額の基金積立を行うことにより国庫納付金を不要と
する。

【支障事例】
国庫補助事業完了後１０年未満の学校において、余裕教室を放課後児童クラブに貸与・譲渡等しようとす
ると、「文部科学省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」により、有償無償にかかわらず耐用
年数に応じた残存価額相当額の国庫納付金が生じるため、保護者からの強い要望があるにもかかわらず
適当な設置場所がなく、放課後児童クラブの設置を見送っている事例がある。
【改正の必要性】
児童生徒の減少により余裕教室が増加傾向にある中、その有効な活用を進める必要があるが、放課後児
童クラブは主に当該学校の在籍児童が利用するものであり、地域の児童福祉に資するものである。児童
福祉法の改正（H27.4.1施行）により、児童クラブの対象が小4から小6に拡大するため、放課後児童クラブ
の場所の確保の必要性が一層増大することが見込まれるが、特に都市部を中心として、運動場にプレハ
ブを建てるスペースもないため、余裕教室を転用することが益々求められる。また、地域のお年寄りの利用
が見込まれる民間デイケア施設等の高齢者福祉に資する利用も考えられる。
【懸念の解消策】
現行制度において国庫納付金が必要となる国庫補助事業完了後１０年未満の学校施設の財産処分につ
いても、地域の児童福祉や高齢者福祉に資する施設への活用等の一定の条件を満たすものについて
は、国庫納付金の納付に代えて、学校施設整備のために市町村に設置した基金に国庫納付金相当額以
上の額を積み立てることを条件として貸与・譲渡等を認めてほしい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 960 04_雇用・労
働

知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護労働者の雇用管理の改善
等に関する法律第8条第3項

介護労働者の雇用管理
の改善等に関する法律
に基づく改善計画の都道
府県の認定の廃止

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき
事業主が策定する改善計画について，都道府県の認定
を廃止する。

企業が当該計画の認定申請を行うのは国の助成金受給申請の条件になっていたためであるが、現在、当
法律に基づく支援策のうち当該認定を条件としているものはなく、認定そのものの必要性が薄れていると
思われる。
当該計画の認定を条件とする国の助成金がなくなったことに伴い、本県への当該改善計画の認定申請
は、平成２３年度以降実績がない(全国的にも同様と推測)。
当該認定を条件とした支援策が新たに創設された場合においても、助成金の受給資格認定申請を行う前
に、下記②及び③の手続が必要となることから、既存の助成制度と同様、当該改善計画の認定を条件とし
ないことが、企業等にとって負担軽減になる。
①企業等は、改善計画が助成金の対象となるか、労働局に確認
②企業等は、都道府県に対して、改善計画の認定申請を行う
③都道府県は、申請内容を確認し、認定手続等を行う。
④企業等は、定められた期日までに、労働局に助成金の受給資格認定申請を行う。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 961 04_雇用・労
働

知事会 中国地方知事会 厚生労働
省、経済産
業省

B　地方
に対する
規制緩和

中小企業における労働力の確
保及び良好な雇用の機会の創
出のための雇用管理の改善の
促進に関する法律第4条第3項

中小企業労働力確保法
に基づく改善計画の都道
府県の認定の廃止

中小企業労働力確保法に基づき事業主が策定する改善
計画について，都道府県の認定を廃止する。

企業が当該計画の認定申請を行うのは国の助成金受給申請の条件になっていることによるもの。
当該計画の認定が助成金申請要件となっている場合の手順は次のとおりで煩雑。
①企業等は、予定している改善計画が助成金の対象となるか、労働局に相談する。
②企業等は、都道府県への認定申請書を作成し提出する。
③都道府県は、国が定める認定審査基準等に照らして認定するか否かを判断する（場合によっては、あら
かじめ国に協議し同意を得る必要がある）。
④都道府県から認定通知を受領した後、企業等は、国の定める日までに、労働局に助成金の受給資格認
定申請を行う。
改善計画に係る都道府県の認定事務を廃止し、改善計画の項目のうち必要なものを助成金受給資格認
定申請書に追加することで、企業は、上記の②の手続が不要となり、企業等の負担が軽減され、助成金を
活用して雇用環境の改善を図る企業等が増加する可能性がある。
②、③がなくなることで、事務の簡素化が図られるとともに、企業等は、労働局への申請までの時間短縮を
図ることができ、事業実施期間開始予定までのスケジュールをたてやすくなる。
現在、中小企業等に対する従業員の処遇や環境改善促進のための助成制度の中で当該認定を条件とし
ている助成金は、事業主団体を対象としたもの１件しかなく、従業員の処遇改善等に関する国の政策にお
いて、認定そのものの必要性が薄れていると思われる。
改善計画の認定を条件とする助成制度が減ったことに伴い、本県に改善計画を提出する企業等もほとん
どなくなっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 962 07_産業振
興

知事会 中国地方知事会 経済産業省 B　地方
に対する
規制緩和

企業立地の促進等による地域に
おける産業集積の形成及び活
性化に関する法律第５条

企業立地促進法に基づく
産業集積の形成又は活
性化に関する基本的な
計画に係る国の同意協
議の見直し

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律の規定による、基本計画に係
る国の協議、同意の廃止

都道府県が定める基本計画に係る国の協議、同意を廃止すべき。
国との協議や意見の調整に6か月かかるなど時間を要し、迅速な企業立地の支障となっている。
地域の特性・強みを生かした企業立地を通じて地域産業の活性化を目指すという法の考え方によれば、
都道府県と市町村等が協議して策定する「基本計画」に国の同意を義務付ける必要はない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

６【厚生労働省】
（10）介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平４法63）
介護事業主が策定する改善計画の認定（８条）の廃止を含め、介護労働者の労働環境の改善
による魅力ある職場づくりに向けた実効性のある仕組みについて、地方の意見も踏まえつつ
検討し、平成27年中に結論を得る。

６【厚生労働省（９）】【経済産業省（９）】
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の
促進に関する法律（平３法57）
事業協同組合等が作成する改善計画の認定（４条１項）については、これを要件とする現行の
助成金の活用促進を図る観点から検討し、手続の簡素化を図る。

【厚生労働省】「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機
会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の運用に当
たっての留意事項及び改善計画に係る認定審査基準について」の一
部改正について（平成28年4月1日付け厚生労働省職業安定局雇用開
発部雇用開発企画課長、中小企業庁経営支援部経営支援課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_961

６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平19
法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得るまでの時
間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととするとともに、法定協議に当
たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供を行う。

【経済産業省】企業立地の促進等による地域における産業集積の形
成及び活性化に関する法律に基づく基本計画の同意に係る手続の取
り扱い及び留意事項について（平成27年2月10日付け経済産業省経
済産業政策局地域経済産業グループ立地環境整備課長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_962
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H26 963 07_産業振
興

知事会 中国地方知事会 経済産業省 A　権限
移譲

工場立地法第４条の２ 工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地
域準則の条例制定権限
の町村への移譲

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則
の条例制定主体への「町村」の追加を行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
工場立地法上の特定工場の新設等の届出に係る基準面積の条例制定については，工場立地法第４条
の２第１項により都道府県が，第２項により基礎自治体である政令指定都市，市は行うことが可能である
が，町村については，法令上，権限がない。
市までは移譲済みであるところ，町村だけを除外する理由に乏しい。また町村の判断による条件の緩和に
より企業誘致につながるメリットもある。
なお，工場立地法の規定により，緑地面積率等に係る地域準則の策定の事務は，「都道府県の条例で定
めることとされている事務」であるため，特例条例による町村への移譲はできない（県の条例でのみ定める
ことができる事務）。
【具体的支障事例】
本県では企業立地促進法の集積区域以外の区域や住宅地や学校のまわりに工場立地法の特定工場が
立地している町村もあり、企業立地促進法による特例も適用できず、町村独自の企業誘致等の取組に支
障がある状況である。
【課題の解消策】
このため、工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定主体への「町村」の追加を
求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 964 01_土地利
用（農地除
く）

知事会 中国地方知事会 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

森林法第26条の2第4項 保安林解除に係る農林
水産大臣への協議の廃
止

森林法に基づき保安林の指定を解除する際に義務付け
られている農林水産大臣への同意協議を廃止する。

森林法第２６条の２第４項第２号に基づく「保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保安林」の
保安林解除にあたっては、農林水産大臣に協議し、同意を得なければならないとされている。
前記以外の４号以下の保安林解除にあたっては、国との協議は不要であり、保安施設事業により、保安林
機能の維持向上を図った４号以下保安林の解除にあたっても県による適正な審査が可能であり、国との
協議は不要と考える。
国への協議を廃止することで保安林解除手続きをより速やかに行い、事業進捗を図ることが可能となる。
（国の標準処理期間は、協議書受理日から起算して30日）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 966 01_土地利
用（農地除
く）

知事会 中国地方知事会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第18条第3項、都市
計画法施行令12条第4号イ及び
ホ

区域区分に関する都市
計画決定に係る国の同
意協議の廃止

都市計画法に基づき都道府県が区域区分を決定・変更
する際の国土交通大臣への同意協議を廃止する。

【具体的な支障事例】
都市計画法に基づく国土交通大臣協議～同意（以下「国協議～同意」という。）については、本県におい
ても、過去に多数の国協議～同意を必要とする案件があったが、いずれも協議が長期化し、区域区分に
関する協議においては、開始から２年以上を要したケースもある。
【過去の検討経緯を踏まえた制度改正の必要性】
当該協議については、「義務付け・枠付けの第４次見直し」の検討の際に、既に上記と同様の理由により
地方から国に対して廃止の提案がなされたが、当該提案に対して国は、「国の利害に重大な関係がある
都市計画であり、国協議～同意の廃止は困難」であるとの見解を示した。ただし、国において地方の意見
を踏まえ、手続きの迅速化のために「義務付け・枠付けの第４次見直し（平成25年7月24日付都市局長通
知）」（以下「標準処理期間通知」という。）において、標準処理期間(事前協議60日間、法定協議30日間）
を設定していただいたところである。
これに対し中国地方知事会としては、「国の利害に重大な関係がある」という国の見解について、具体的
にどのようなものを想定しているのか不明確であるため、当該見解を理由に廃止しないことについて承服
できないこと、当該協議～同意を廃止したとしても、国土形成全国計画を基本とした広域地方計画（国土
形成計画法）において今後10年間の国土形成に関する方針が定められているため、これに基づき、都道
府県の責任で国土形成上の観点での調整は可能と考えること、さらに、都道府県内部で農政部局との調
整を行うため、都市的土地利用と農地保全との調整も可能と考えることから、地域の実情に応じたまちづく
りを自らの判断で迅速に進めるために、区域区分に係る国土交通大臣への同意協議を廃止して頂きた
い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 965 01_土地利
用（農地除
く）

知事会 中国地方知事会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第18条第3項、都市
計画法施行令12条第4号イ及び
ホ

一般国道（指定区間外）
及び一級河川（指定区
間）に関する都市計画決
定に係る国の同意協議
の廃止

都道府県が定める都市計画のうち、国土交通大臣協議
～同意(都市計画法18条3項）が必要なものについては、
「国の利害に重大な関係がある都市計画」 として、都市
計画法施行令12条に明記されている。
（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・区域区
分・高速自動車国道・一般国道・一級河川等）
このうち、一般国道（指定区間外）・一級河川（指定区間）
については、国土交通大臣協議～同意手続きの廃止を
提案するもの。

【具体的な支障事例】
都市計画法に基づく国土交通大臣協議～同意（以下「国協議～同意」という。）については、本県におい
ても、過去に多数の国協議～同意を必要とする案件があったが、国から直轄事業との整合性の観点で構
造設計に対して反対意見が出された等の要因により、いずれも協議が長期化し、中には開始から半年以
上を要したケースもある。これにより、事業着手や供用が遅れるといった支障が生じている。
【過去の検討経緯を踏まえた制度改正の必要性】
当該協議については、「義務付け・枠付けの第４次見直し」の検討の際に、既に上記と同様の理由により
地方から国に対して廃止の提案がなされたが、当該提案に対して国は、「国の利害に重大な関係がある
都市計画であり、国協議～同意の廃止は困難」であるとの見解を示した。ただし、国において地方の意見
を踏まえ、手続きの迅速化のために「義務付け・枠付けの第４次見直し（平成25年7月24日付都市局長通
知）」（以下「標準処理期間通知」という。）において、標準処理期間(事前協議60日間、法定協議30日間）
を設定していただいたところである。
これに対し中国地方知事会としては、国の利害に重大な関係がある」という国の見解について、具体的に
どのようなものを想定しているのか不明確であるため、当該見解を理由に廃止しないことについて承服で
きないこと、標準処理期間通知以後、国協議～同意の案件があったが、国から協議時期が遅いという指摘
を受け、その遅延理由を問われ続けたことにより、事前協議前の下協議に半年程度を要す結果となるな
ど、手続きの迅速化に繋がっていないこと、「一般国道（指定区間外）」及び「一級河川（指定区間）」（以下
これらを「協議不要希望施設」という。）については、都道府県が整備や管理を主体的に行っており、個別
法（道路法等）において同様の審査が行われていることから、国協議～同意を廃止しても国との利害の調
整は担保され得るものと考えていることから、協議不要希望施設に係る国の関与を廃止することを提案す
る。
これにより、県民の悲願である高速道路ネットワークの早期供用や、県民の安全安心のための県土の強靭
化に向けた取組の促進が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林のうち、その全
部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保安林の解除を都道府県
知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議（26条の２第４項２号）については、制
度の運用実態を調査しつつ、同意を要しない協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結
論を得る。

【農林水産省】森林法第26条の2第4項の規定に基づく協議に係る農
林水産大臣の同意の基準等について（平成28年5月20日付け林野庁
治山課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_964

６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変
更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとするとき
（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農林水産大臣に対する協議（23条１項）
については、市街化区域となる区域が農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44
法58）（農振法）８条２項１号）と重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直しを行うことと
する。

－ － － － －－
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H26 967 01_土地利
用（農地除
く）

知事会 中国地方知事会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

国土利用計画法第9条第10項、
第14項

土地利用基本計画の策
定・変更に係る国土交通
大臣への協議の意見聴
取への変更

国土利用計画法に基づき、都道府県が土地利用基本計
画を策定・変更する際に義務付けられている国土交通大
臣への協議を廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
国への協議を行うことにより，計画策定・変更に時間を要する（広島県では、H25計画変更時には、国への
協議を行ってから回答を得るまでに約1か月を要した。）。協議を廃止して意見聴取に変更することにより，
現在の処理手順（①市町村意見聴取→②国との事前調整→③審議会諮問→④国への協議）における④
の廃止となり、約1か月間の期間短縮が図られる。
【懸念の解消】
国は、協議を行う理由として、個別規制法の地域・区域には、国の権限・関与に係るものが多く（都市計画
に係る大臣協議、国立公園に係る大臣指定など）、あらかじめ調整が必要であることなどを挙げている。
事前調整が必要であることには異論ないが、都市計画決定等の事務が自治事務化され、用途地域等、都
市計画決定の権限が移譲されるなど、土地利用基本計画の変更の中で最も件数が多い都市計画の分野
で権限を有している関係市町村との調整は意見聴取で対応していることから、同様に、国立公園・国定公
園の指定等の権限を有する国との調整も意見聴取で担保できるものと考える。具体的には、意見照会を
受けた国土交通省が、関係省庁に意見照会を行い、取りまとめ結果を都道府県に回答する制度を想定し
ている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 968 09_土木・建
築

知事会 中国地方知事会 国土交通省 対象外 道路整備特別措置法第10条第
4項，第12条，第13条第1項

地方道路公社が管理す
る有料道路の料金設定
における国土交通大臣
の許可及び認可の廃止

道路整備特別措置法に基づく地方道路公社が管理する
有料道路の料金設定における国土交通大臣の許可及
び認可を廃止し，届出制に変更する。

【制度改正の必要性】
地方道路公社が管理する有料道路は，利用実態上，地域に密着した利用が大勢であり，その料金は地
域生活に大きな影響を与えることから，地域の実情に応じた柔軟な対応が必要である。
届出制とされた場合，地方道路公社が管理する有料道路において，生活対策・観光施策など地方の裁量
で，地域の実情に応じた整備・管理・運営が可能となる。
【支障事例】
直近において，料金値下げに伴う償還期間延長について国に事前相談したところ，他事例がないこと，他
の全国の有料道路への波及が懸念されることなどから，認められなかった事例がある。

－

H26 969 05_教育・文
化

市区長会 中核市市長会 文部科学省 A　権限
移譲

地方教育行政の組織及び運営
に関する法律
公立義務教育諸学校の学級編
制及び教職員定数の標準に関
する法律
市町村立学校職員給与負担法

県費負担教職員人事権
の移譲
教職員の定数決定権及
び学級編制基準制定権
の移譲
教職員の給与等決定権
の移譲

教職員の人事権等を都道府県から中核市に移譲するこ
とで、地域の実情に応じた特色ある教育の実施が可能に
なる。中核市には既に研修権が移譲されているが、異動
によりその効果を活かしづらいことや研修意識の高揚を
図るという点で支障となっており、中核市に人事権が移
譲されることで、地域に根ざした優秀な人材の育成・確保
が可能になる。また、人事権と給与負担は一致すべきで
あり、給与等決定権についても移譲するとともに学級編
制基準制定権及び教職員定数権の移譲も併せて求める
ものである。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
英語科の副読本を独自に作成し英語教育研修に注力するも、育成した教諭が他市町に異動することがあ
り、研修の成果を地域の教育に還元できない。
市の職員である一方、人事権が県にあるのは責任と権限の不一致であり、教職員が不祥事を起こした場
合等の懲戒処分を決める際、服務監督者は市でありながら、処分の決定は県が行っているため、県と市の
懲戒処分の基準が異なり、市職員の処分と整合しない場合がある。
中学に入学すると不登校になる生徒が多いため、その対応として中１を35人学級にしたいと考えても、県
の方針に従わなけれならないので市の方針で進めることができない。
市内に多くの外国人児童生徒が在籍しているにもかかわらず、外国語に堪能な教員や日本語指導ができ
る教員の加配が十分ではない。
【制度改正の必要性】
地域の実情に応じた特色ある教育行政が市の行政と一体となって行われるためには、人事権等の移譲が
必要であり、また、複式学級など地域の実態に応じた教職員の配置を行うことで課題への柔軟かつ迅速な
対応が可能となるとともに，教育活動の充実につながるものである。
【懸念の解消策】
人事異動はできるだけ広域性が必要であるなどの懸念については、現状においても市内での人事異動が
ほとんどであり固定化していないとする市があるほか、近隣市町村との人事交流や広域連合等広域連携
の仕組みの中で解消できると考える。そうした状況は各中核市で事情が異なるので、選択制とすることによ
り実情に応じた移譲ができると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 970 01_土地利
用（農地除
く）

町村会 全国町村会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第19条第3項(市町
村の都市計画の決定）

町村の都市計画の決定
に関する都道府県の同
意の廃止

町村が都市計画を決定する場合の都道府県知事の同意
を不要とする。

【制度の現状】
「市町村」が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なけれ
ばならなかったが、第１次一括法の義務付け・枠付けの改正により、都道府県知事の同意については、
「町村」のみ必要であるとされ、「市」と「町村」で都道府県の関与に差が生じている。
【制度改正の必要性】
首都圏等に位置し、都市計画に関わる行政経験も十分ある町村や人口規模において市よりも大きい町村
がある中で、町村が一律に執行体制、経験等が不足しているとの理由から同意が必要との考え方は合理
性がない。
都市計画は、それぞれ市町村単位で行われるが、行政区域を越えた広域的な土地利用など、隣接する市
と町村が連携した「まちづくり」を進めるためにも、都道府県への事務の扱いは「協議」に一本化すべきで
ある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都道府県との協
議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地方公共団体に提供するな
ど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。

【国土交通省】平成26年度土地利用基本計画の変更状況等について
（平成27年4月）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_967

－ － － － － －

５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27法303）、地
方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府県教育委員
会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条１項）、県
費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織及び運営に関する法律41条１項及び
２項）及び学級編制基準の決定（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律３条２項）については、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例
制度（地方教育行政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域
での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を行い、
小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度による人事権の
移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都道府県や市町村との協
議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うことを、関係団体に速やかに通知する。

６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅳ）町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への同意を要する協議（19条３項
（21条２項で準用する場合を含む。））については、制度の運用実態等を調査し、その結果等
を踏まえて検討し、平成27年中に結論を得る。

＜令元＞
５【国土交通省】
（18）都市計画法（昭43法100）
町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への同意を要す
る協議（19条３項（21条２項で準用する場合を含む。））については、同
意を廃止する。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律（令和２年法律第41号）」が令和２年
６月10日付けで公布・施行され、町村の都市
計画の決定又は変更に係る都道府県知事へ
の同意を要する協議（19条３項（21条２項で準
用する場合を含む。））について、同意が廃止
された。

【国土交通省】都市計画運用指針の改正について（令和２年６月10日
付け国土交通省都市局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_970

国土交通省都市局都市計画課
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H26 974 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合 環境省、経
済産業省、
農林水産
省、厚生労
働省、財務
省

A　権限
移譲

容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進等に関する法
律第7条の5、第7条の7,第19条,
第20条,第39条,第40条

容器包装に係る分別収
集及び再商品化の促進
等に関する法律に基づく
権限の広域連合への移
譲

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律に基づく報告・立入検査・指導・助言および勧
告・命令に係る事務・権限の広域連合への移譲を求める
（事業所が複数ある場合はそのすべてが広域連合の区
域内にある場合に限る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事
業者への指導は国が行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の
効率化を図ることができる。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 975 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合 農林水産
省、環境
省、経済産
業省、国土
交通省、財
務省、厚生
労働省

A　権限
移譲

食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律第8条,第10
条,第24条第1項から第3項

食品循環資源の再生利
用等の促進に関する法
律に基づく権限の広域連
合への移譲

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基
づく報告・立入検査・指導・助言および勧告・命令に係る
事務・権限の広域連合への移譲を求める（事業所が複数
ある場合はそのすべてが広域連合の区域内にある場合
に限る。）

　３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事
業者への指導は国が行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
　事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務
の効率化を図ることができる。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

　なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 976 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合 経済産業
省、環境省

A　権限
移譲

使用済自動車の再資源化等に
関する法律第37条,第38条,第
130条第3項,第131条第2項

使用済自動車の再資源
化等に関する法律に基
づく権限の広域連合への
移譲

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく報
告・立入検査・指導・助言および勧告・命令に係る事務・
権限の広域連合への移譲を求める（事業所が複数ある
場合はそのすべてが広域連合の区域内にある場合に限
る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事
業者への指導は国が行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の
効率化を図ることができる。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 977 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合 環境省、経
済産業省

A　権限
移譲

使用済小型電子機器等の再資
源化の促進に関する法律第15
条から第17条

使用済小型電子機器等
の再資源化の促進に関
する法律に基づく権限の
広域連合への移譲

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法
律に基づく報告・立入検査および指導・助言に係る事
務・権限の広域連合への移譲を求める（事業所が複数あ
る場合はそのすべてが広域連合の区域内にある場合に
限る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事
業者への指導は国が行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の
効率化を図ることができる。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。
なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 978 06_環境・衛
生

都道府県 鳥取県 環境省、経
済産業省、
農林水産
省、厚生労
働省、財務
省

A　権限
移譲

容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進等に関する法
律第7条の5、第19～20条、第39
～40条

容器包装に係る分別収
集及び再商品化の促進
等に関する法律に基づく
報告・立入検査・勧告・命
令に係る事務・権限の移
譲

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律に基づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係
る事務・権限を都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望
する都道府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一
般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している
一方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取り
にくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲す
ることで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４【環境省】
（３）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平７法112）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査については、関係
する審議会にお
いて都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な
執行の在り方
について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【環境省】各リサイクル法に関する説明会説明資料（容器包装リサイク
ル法）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_974

４　【農林水産省】
（８）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査については、
関係する審議会
において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的
確な執行の在
り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

【経済産業省】食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する
省令の一部を改正する省令（平成27年7月31日財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_975

４【経済産業省（12）】【環境省（６）】
使用済自動車の再資源化等に関する法律（平14法87）
自動車製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査並びに自動車
製造業者等の委託を受けた者に対する報告徴収及び立入検査については、関係する審議会
において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的
確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

４【環境省】
（８）使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平24法57）
認定事業者等に対する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係する審議会に
おいて都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確
な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

【経済産業省】小型家電 リサイクル法に基づき再資源化を行う施設に
係る情報の提供等について（平成28年11月30日付け環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室、経済産業省産業
技術環境局リサイクル推進課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_977

４【財務省（４）】【厚生労働省（14）】【農林水産省（７）】【経済産業省（４）】【環境省（３）】
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平７法112）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査については、関係
する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方
を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。
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H26 979 06_環境・衛
生

都道府県 鳥取県 農林水産
省、環境
省、経済産
業省、国土
交通省、財
務省、厚生
労働省

A　権限
移譲

食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律第8条、第24
条

食品循環資源の再生利
用等の促進に関する法
律に基づく報告・立入検
査・勧告・命令に係る事
務・権限の移譲

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基
づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限を
都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望
する都道府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一
般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している
一方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取り
にくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲す
ることで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 980 06_環境・衛
生

都道府県 鳥取県 経済産業
省、環境省

A　権限
移譲

使用済自動車の再資源化等に
関する法律第24条、第26条、第
37～38条、第90条、第130～131
条

使用済自動車の再資源
化等に関する法律に基
づく報告・立入検査・勧
告・命令に係る事務・権
限の移譲

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく国の
報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限を都道府
県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望
する都道府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一
般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している
一方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取り
にくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲す
ることで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 981 06_環境・衛
生

都道府県 鳥取県 環境省、経
済産業省

A　権限
移譲

使用済小型電子機器等の再資
源化の促進に関する法律第15
条～第17条

使用済小型電子機器等
の再資源化の促進に関
する法律に基づく報告・
立入検査・勧告・命令に
係る事務・権限の移譲

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法
律に基づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・
権限を都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望
する都道府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一
般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している
一方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取り
にくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲す
ることで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 982 07_産業振
興

都道府県 神奈川県 経済産業
省、農林水
産省

A　権限
移譲

中小企業者と農林漁業者との連
携による事業活動の促進に関す
る法律第4条

農商工等連携促進法に
よる事業計画の認定権限
等の都道府県への移譲

農商工等連携促進法による事業計画の認定業務
中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金の交付に
係る事務
について、関東経済産業局及び関東農政局から都道府
県へ権限の移譲

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現状で
は、専ら国と事業者が調整しており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか関与できてい
ない。
その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見されてい
る。これは、計画段階における地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であることが原因である。
国が現在行っている、人口の多い都心部における販路開拓は、重要であり、今後も継続した支援が必要
である。しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウンドが無いものが、都心部で売れ
続けることも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の両輪であり、ともに推進するべきである。
そして、現状の方式では、地元の体制づくりが困難であるため、権限と財源の移譲による事業のあり方の
見直しを求めるものである。
また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレベル格
差があるなかで、全国的には遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的なモデル事業を
実施している事業者に対しては必要な支援をするべきである。
現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中小企業
センター等の運営管理法人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者に補助するよ
う権限と財源の移譲を求めるものである。
なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定めること
で、広い視野や全国的な視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４【財務省（５）】【厚生労働省（15）】【農林水産省（８）】【経済産業省（11）】
　【国土交通省（５）】【環境省（５）】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査については、
関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在
り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

【財務省】【厚生労働省】【農林水産省】【経済産業省】【国土交通省】
【環境省】食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
の一部を改正する省令（平成27年7月31日財務省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_979

４【経済産業省（12）】【環境省（６）】
使用済自動車の再資源化等に関する法律（平14法87）
自動車製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査並びに自動車
製造業者等の委託を受けた者に対する報告徴収及び立入検査については、関係する審議会
において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的
確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

４【経済産業省（21）】【環境省（８）】
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平24法57）
認定事業者等に対する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係する審議会に
おいて都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確
な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

【経済産業省】小型家電 リサイクル法に基づき再資源化を行う施設に
係る情報の提供等について（平成28年11月30日付け環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室、経済産業省産業
技術環境局リサイクル推進課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_981

４【農林水産省（９）】【経済産業省（18）】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平20法38）
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府県に対し、事業実施主体
から提出された当該計画の認定に関する情報提供を行うとともに、法認定取得後の事業化状
況について都道府県と連携して事業化に向けた指導及び助言を行うなど、都道府県との連携
強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等連携対策支援事業）につ
いては、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する
情報提供を行う。

【農林水産省】【経済産業省】農商工等連携事業を促進するために行う
国及び都道府県の連携の強化について（平成27年3月11日付け農林
水産省食料産業局産業連携課長、中小企業庁経営支援部創業・新事
業促進課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_982
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【規制緩和の必要性】
２ha超４ha以下の農地転用許可については、農林水産大臣への協議を廃止することで、事務処理全体の
時間短縮や申請人の負担軽減等が図られる。

【当県における事務の実績】
平成23年から平成25年までで22件発生
所要期間は、約２か月から５か月半

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第２項 ２ヘクタールを超え４ヘク
タール以下の農地転用
許可に係る農林水産大
臣への協議の廃止

農地転用面積が２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の
場合の農地転用許可に係る農林水産大臣への協議を廃
止する。

H26 983 02_農業・農
地

都道府県 鹿児島県
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４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 984 02_農業・農
地

都道府県 広島県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第2 2ヘクタールを超える農地
転用の都道府県知事許
可に係る農林水産大臣
への協議の廃止

2ヘクタールを超える農地転用の都道府県知事の許可に
係る農林水産大臣への協議を廃止する。

【支障事例】
2ヘクタールを超える農地転用について農林水産大臣へ協議する場合であっても、農業委員会でも審査
は行われており、二重の審査が行われている。また、地方農政局における手続に一定程度時間を要す
る。このため、刻々と変化する経済情勢に基づくビジネスチャンスを企業等が逃す場合や、不要な出費を
強いる場合があり、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅速化を図るべきである。
【懸念の解消】
国は、現行制度について、大規模農地転用については、優良農地の確保や大規模農地転用によって用
排水系統を分断し周辺農地に大きな影響をもたらすこととなり慎重な判断が必要となるなど農地転用制度
の適正な運用を図るためとしているが、農地転用許可について県（本県では市町へ権限移譲済）が行う場
合と農林水産大臣への協議を行う場合で許可の基準が変わるものではなく、都道府県（本県では市町）は
審査能力を有することから、農林水産大臣への協議を廃止することによる支障はない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 986 02_農業・農
地

都道府県 神奈川県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法第４条及び第５条、同法
附則第２項

農地の転用に関する事
務の国の関与の廃止

・２ｈａ超４ｈａ以下農地転用許可に係る協議の廃止
・農地転用許可事務実態調査の廃止

開発計画等による農地転用が予定された場合、国との協議により、調整が長期間に及ぶ可能性もある。こ
のため、農地転用許可事務における、２～４haの農地転用に係る国との協議を廃止することで、事務が地
方に一本化され、事務処理期間の短縮が見込めるとともに、地域の実情に応じた土地利用が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【現状】
県内の市町村が工業団地開発などを進めるうえで、農地転用が課題となり、計画的なまちづくりが進んで
いない。
【支障事例】
Ａ地区で検討されている工業団地開発構想では、数年前より農地転用に関する協議を進めている。当該
工業団地は、高速道路のＩＣ周辺という企業立地の絶好の場所に位置しているとともに、雇用の場の創出
のため企業誘致を望む地域住民の要望があることから、市町村が主体となって進めている。しかし、農地
転用の具体性（当該工業団地に立地する企業の具体的な企業名の提示等）等、現状における回答が困
難な説明を求められ、協議が進展しない。
【支障事例の解消策及び効果】
農地転用を、地域の実情に精通している市町村長の許可とし、国の協議を廃止することで、工場団地の造
成など主体的かつ総合的なまちづくりを行うことができ、効果的な企業誘致等を進めることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則2項 農地転用に係る農林水
産大臣への協議を廃止

2ha超4ha以下の農地転用許可に係る農林水産大臣へ
の協議の廃止

H26 985 02_農業・農
地

都道府県 岐阜県
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－ － － － － －

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 987 02_農業・農
地

都道府県 徳島県、大阪府 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第２項 農地の転用に関する事
務

大臣協議案件については、国において協議しているところ、地域の状況（地理的・地勢的）についてどうし
ても国では把握が十分ではなく、結果的に都道府県等に状況の確認を行うこととなり、申請者にとっては
多大な時間を要しており、その部分の負担を軽減するために、協議の義務づけを廃止し、申請者側の負
担を軽減する。

農林水産大臣協議案件（2ha以上）については、協議の
義務づけを廃止する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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【根拠条文】
平成１０年農地法改正により、４ｈａまでの農地転用の許可権限が都道府県に移譲されたが、農地法附則
により、当分の間、２ｈａを超える農地転用の許可をしようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議
することが必要である。
【改正の必要性】
農地転用の大臣協議については、多大な時間を要し、迅速性に欠け、地域の活性化や県内の雇用を生
み出す工場や商業施設の立地を進めていく上で課題となっている。
地域の実情を把握する地方が事務を行うことで、地域における農業の実情とスピードを重視する企業の
ニーズに対応しながら、優良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となり、総合的なまちづくりを
進めることができる。
【具体的な支障事例】
市街化区域内の大型店舗出店であるが、駐車場の一部が市街化調整区域の農地約０．３ｈａにかかること
となり、市街化区域の農地転用面積と併せて２ｈａを超えるため、市街化調整区域部分は大臣協議が必要
となり、農政局への事前相談から協議回答まで約７月を要した。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第２項 農地転用許可にかかる
大臣協議の廃止

２ｈａ～４ｈａの農地転用許可にかかる大臣協議を廃止し、
都道府県知事の専権事項する。

H26 988 02_農業・農
地

都道府県 奈良県
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４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 989 02_農業・農
地

中核市 大分市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第２項 ２ヘクタールを超え４ヘク
タール以下の農地転用
許可に係る農林水産大
臣への協議の廃止

２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の農地転用許可に
係る農林水産大臣への協議を廃止すること

【提案事項】
２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の農地転用許可に係る農林水産大臣への協議の廃止
【支障事例】
農地転用許可にあたっては、申請を市町村農業委員会が受理し、十分な審査ののち意見を付して都道
府県知事に送付しているにも関わらず、知事は形式的に都道府県農業会議への諮問を行う。市町村は地
域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断ができるにも関わらず、こうした事務処理は多大な時間
や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めていく上での支障となってい
る。
【制度改正の必要性】
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一
角を占める制度である。都市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、土地利用行政
は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域における最適な土地利用の実現を図るべきである。本
提案は、「都道府県農業会議への諮問の廃止」と併せて移譲されることにより事務の簡素化・迅速化に寄
与するとともに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体の主体的判断と
責任において実施することを可能とするものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html



494 / 528 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 991 02_農業・農
地

中核市 大分市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業振興地域の整備に関する
法律第８条（市町村の定める農
業振興地域整備計画）

農用地利用計画の変更
等の際の都道府県知事
への協議・同意の廃止

農用地利用計画の変更等の際の都道府県知事への協
議・同意を廃止すること

【提案事項】
農用地利用計画の変更等の際の都道府県知事への協議・同意の廃止
【支障事例】
農用地区域の設定を含む農用地利用計画についても市町村が策定するが、都道府県知事へ協議し、同
意を得なければならない。市町村は地域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断ができるにも関わ
らず、事務処理は多大な時間や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進
めていく上での支障となっている。
【制度改正の必要性】
土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域における最適な土地利用の実現を図る
べきである。提案内容は、その際の事務の簡素化・迅速化に寄与するとともに、地域の実情に即した農地
を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体の主体的判断と責任において実施することを可能とするも
のと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 992 02_農業・農
地

市区長会 指定都市市長会 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業振興地域の整備に関する
法律第8条第4項

農用地利用計画の策
定、変更にかかる知事へ
の協議・同意の廃止

農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定さ
れる農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の
策定、変更について、都道府県知事の同意を不要とす
る。

農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定される農業振興地域整備計画のうち、農用地利用
計画の策定、変更について、都道府県知事の同意を不要とする。
【権限移譲の必要性】
・除外等の申し出に対応するための期間が短縮され、市民サービスの向上につながる。
・基礎自治体が地域の実情に即した農業振興施策と農業振興に係る権限とを併せ持つことで、地産地消
推進や福祉農業実施等、都市農業振興と地域活性化に繋げる取組を行うことが可能となる。
・地域のニーズに対応する土地活用は、宅地開発者の意向が強く反映されがちであるため、適正な農地
保全を行うために、地域の営農者と身近な基礎自治体が連携することで、地域農業の振興策に対応した
土地活用が可能となる。
【支障事例】
・農用地利用計画の策定、変更にかかる知事の協議・同意が必要なことによって、計画の公告までの期間
が２か月程度長くなる。
・農業振興地域内の農用地区域以外で有効活用できる見込みの農地がある場合、農用地区域として指定
するなど優良農地の確保を地域の実情をよく把握する市町村が主体的に実施できない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【提案事項】
農地の転用に係る都道府県農業会議への諮問の廃止
【支障事例】
農地転用許可にあたっては、申請を市町村農業委員会が受理し、十分な審査ののち意見を付して都道
府県知事に送付しているにも関わらず、知事は形式的に都道府県農業会議への諮問を行う。市町村は地
域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断ができるにも関わらず、こうした事務処理は多大な時間
や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めていく上での支障となってい
る。
【制度改正の必要性】
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一
角を占める制度である。都市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、土地利用行政
は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域における最適な土地利用の実現を図るべきである。本
提案は、「農地転用許可権限の移譲」と併せて移譲されることにより事務の簡素化・迅速化に寄与するとと
もに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体の主体的判断と責任にお
いて実施することを可能とするものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法第４条第３項、第５条第３
項

農地の転用に係る都道
府県農業会議への諮問
の廃止

農地の転用に係る都道府県農業会議への諮問を廃止す
ること

H26 990 02_農業・農
地

中核市 大分市
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－ － － － － －

－ － － － － －

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 106-
1

09_土木・建
築

中核市 金沢市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市公園法第7条
河川敷地占用許可準則（河川
法第24条関係）

駐輪場の設置占用許可
要件の緩和

現行では法令等に占用許可が可能な施設として駐輪場
が規定されていない公園敷地や河川敷にも、駐輪場の
設置が可能となるよう、占用許可設置要件を緩和した
い。

占用許可により駐輪場を設置する場合において、現行は、道路法施行令第7条により道路敷地には設置
可能である一方、都市公園法及び河川法には占用許可が可能な施設等に駐輪場を読み取れる規定がな
いことから、公園敷地や河川敷に駐輪場を設置できないこととなっている。
駐輪場は、利便性の高い場所での設置が望ましく、利用者の目的地から離れた場所に設置しても、利用
が低く、歩道等での放置・違法駐車となる場合もある。
金沢市のまちなかは、道路の幅員が狭く、駐輪場としての適地が少ない一方、利便性の高い場所に公園
や緑地等の空間が多い特性を持つことから、これらの一部を公園利用者以外の駐輪場として活用できれ
ば、利用者にとっての駐輪環境の向上に繋がり、まちなかの賑わい創出や放置自転車対策などの効果も
期待できる。加えて、金沢市で導入しているレンタサイクルシステムのポート（駐輪場）としても活用すること
で、歩けるまちづくりの推進にも繋がる。
このようなことから、都市公園法や河川法の占用許可要件の緩和を図り、柔軟な駐輪場の設置を可能とし
たい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 106-
2

09_土木・建
築

中核市 金沢市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市公園法第7条
河川敷地占用許可準則（河川
法第25条関係）

駐輪場の設置占用許可
要件の緩和

現行では法令等に占用許可が可能な施設として駐輪場
が規定されていない公園敷地や河川敷にも、駐輪場の
設置が可能となるよう、占用許可設置要件を緩和した
い。

占用許可により駐輪場を設置する場合において、現行は、道路法施行令第8条により道路敷地には設置
可能である一方、都市公園法及び河川法には占用許可が可能な施設等に駐輪場を読み取れる規定がな
いことから、公園敷地や河川敷に駐輪場を設置できないこととなっている。
駐輪場は、利便性の高い場所での設置が望ましく、利用者の目的地から離れた場所に設置しても、利用
が低く、歩道等での放置・違法駐車となる場合もある。
金沢市のまちなかは、道路の幅員が狭く、駐輪場としての適地が少ない一方、利便性の高い場所に公園
や緑地等の空間が多い特性を持つことから、これらの一部を公園利用者以外の駐輪場として活用できれ
ば、利用者にとっての駐輪環境の向上に繋がり、まちなかの賑わい創出や放置自転車対策などの効果も
期待できる。加えて、金沢市で導入しているレンタサイクルシステムのポート（駐輪場）としても活用すること
で、歩けるまちづくりの推進にも繋がる。
このようなことから、都市公園法や河川法の占用許可要件の緩和を図り、柔軟な駐輪場の設置を可能とし
たい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 993 02_農業・農
地

都道府県 鳥取県、大阪府 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第2項 農地転用に係る農林水
産大臣への協議の廃止

2ヘクタールを超える農地転用の都道府県知事の許可に
係る国への協議に係る農地法附則第2項の規定を削り、
農林水産大臣への協議を廃止する。

【必要性】
農地転用許可に係る協議期間の短縮により、農地以外の土地利用計画との調整の迅速化を図ることがで
きる。また、農地転用許可事務の効率化により、地域の実情に応じた迅速な調整が可能となる（住民に、よ
り身近な基礎的自治体において総合的な土地利用の観点からの判断が迅速にできる。）。
農地転用は、営農条件や周辺の市街地化の状況など許可の可否を判断する基準が明確であり、転用申
請に対して当該農地が許可基準に適合している場合は許可しなければならないものである。また、今まで
協議を行った案件のいずれも異議無しと回答されているところである。
農業を含む地域経済の活性化のためには、長期にわたる事前調整や協議を廃止して農地転用事務の迅
速化を図り、地域の実情に応じた土地利用調整や許可事務が必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

６　【国土交通省】
（11）河川法（昭39法167）
（ⅰ）河川敷地の占用許可（24条）について、通知において例示している一般的な施設のほ
か、駐輪場については、当該施設の公共性等を勘案して、「その他の河川空間を活用したま
ちづくり又は地域づくりに資する施設」等として、占用許可の目的である施設となり得ることを、
地方公共団体に情報提供する。

【国土交通省】河川敷地占用許可準則における「駐輪場」の取り扱い
について（情報提供）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_106-
2

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。



499 / 528 ページ

年別
管理
番号

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年

H26 118-
1

03_医療・福
祉

都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚生労働省
令第34号）第１条第３号、第66条
第１項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第30条第２項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準（平成18年厚生
労働省令第171号）第１条第９
号、第94条の２第１号

小規模多機能型居宅介
護事業所での障害者受
入基準（登録定員）を定
める条例に係る基準の緩
和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、
障害者総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該
当短期入所事業所として利用する際の登録定員につい
ては、介護保険法第78条の4第3項の規定により厚生労
働省令で定める基準に従い市町村条例で定めることとさ
れている。合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に
応じて必要な内容を各市町村条例で定めることができる
ようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」又は
「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近
にない、または施設まで通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県に
おいては、支給決定を受けたが、障害サービスを受けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所
は4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受けられるようにするためには、
高齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該当制
度を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていく
ことが見込まれている。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法の基準該当生活介護・基
準該当短期入所を受け入れる場合、その登録定員は、高齢者、障害者あわせて25人以下とされている。
一方で、現行の報酬体系では、障害者の登録が１人増えるごとに高齢者１人分の包括報酬が減額され、
事業所としては経営面でマイナスとなることから、障害者の受入が進まない状況にある。障害者を受け入
れる場合に登録定員を増やすことを可能とすることにより、事業所の経営の安定を保ちつつ、障害者の受
入を促進することができる。
【懸念への対応】
登録定員を増やすことにより、「なじみの関係」の構築や家庭的な環境の保持が難しくなる可能性が考えら
れるが、29人以下の定員である地域密着型介護老人福祉施設においても「小規模」の特色を活かしたケ
アが行われている。増やす定員数を3人以下（登録定員を28人以下）とすることで、「なじみの関係」の構築
や家庭的な環境の保持が可能であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 118-
2

03_医療・福
祉

都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚生労働省
令第34号）第１条第３号、第66条
第１項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第30条第２項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準（平成18年厚生
労働省令第171号）第１条第９
号、第94条の２第１号

小規模多機能型居宅介
護事業所での障害者受
入基準（登録定員）を定
める条例に係る基準の緩
和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、
障害者総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該
当短期入所事業所として利用する際の登録定員につい
ては、介護保険法第78条の4第3項の規定により厚生労
働省令で定める基準に従い市町村条例で定めることとさ
れている。合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に
応じて必要な内容を各市町村条例で定めることができる
ようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」又は
「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近
にない、または施設まで通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県に
おいては、支給決定を受けたが、障害サービスを受けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所
は4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受けられるようにするためには、
高齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該当制
度を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていく
ことが見込まれている。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法の基準該当生活介護・基
準該当短期入所を受け入れる場合、その登録定員は、高齢者、障害者あわせて25人以下とされている。
一方で、現行の報酬体系では、障害者の登録が１人増えるごとに高齢者１人分の包括報酬が減額され、
事業所としては経営面でマイナスとなることから、障害者の受入が進まない状況にある。障害者を受け入
れる場合に登録定員を増やすことを可能とすることにより、事業所の経営の安定を保ちつつ、障害者の受
入を促進することができる。
【懸念への対応】
登録定員を増やすことにより、「なじみの関係」の構築や家庭的な環境の保持が難しくなる可能性が考えら
れるが、29人以下の定員である地域密着型介護老人福祉施設においても「小規模」の特色を活かしたケ
アが行われている。増やす定員数を3人以下（登録定員を28人以下）とすることで、「なじみの関係」の構築
や家庭的な環境の保持が可能であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚生労働省
令第34号）第１条第３号、第66条
第２項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第30条第２項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準（平成18年厚生
労働省令第171号）第１条第４
号、第94条の２第２号

小規模多機能型居宅介
護事業所での障害者受
入基準（通所利用定員）
を定める条例に係る基準
の緩和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、
障害者総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該
当短期入所事業所として利用する際の通所利用定員に
ついては、介護保険法第78条の4第3項の規定により厚
生労働省令で定める基準に従い市町村条例で定めるこ
ととされている。合理的な理由がある範囲内で、地域の実
情に応じて必要な内容を各市町村条例で定めることがで
きるようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」又
は「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近
にない、または施設まで通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県に
おいては、支給決定を受けたが障害サービスを受けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所は
4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受けられるようにするためには、高
齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該当制度
を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていくこ
とが見込まれている。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法に基づく基準該当生活介
護・基準該当短期入所を受け入れる場合、その通いの利用定員は高齢者、障害者あわせて15人以下とさ
れているが、現状では、高齢者の通いの利用者は定員に対して飽和状態のため、障害者の受入が不可
能となっているケースも多い。障害者を受け入れる場合には、通所利用定員を増やすことを可能とすること
により、障害者の受け入れを促進することができる。
【懸念への対応】
通所利用定員を増やすことによる介護の質の低下が懸念されるが、介護保険法に基づく人員基準は遵守
されるため介護の質の低下は防ぐことができる。
また、増やす定員数を３人以下（通所利用定員を18人以下）とすることで、影響を最小限にすることができ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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